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１ 貧困をなくそう 

２ 飢餓をゼロに 

３ すべての人に健康と福祉を 

４ 質の高い教育をみんなに 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

８ 働きがいも経済成長も 

９ 産業と技術革新の基盤を作ろう 

10 人や国の不平等をなくそう 

11 住み続けられるまちづくりを 

12 つくる責任つかう責任 

13 気候変動に具体的な対策を 

14 海の豊かさを守ろう 

15 陸の豊かさも守ろう 

16 平和と公正をすべての人に 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

2015 年の 9 月 25 日から 27 日まで、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発

サミット」が開催され、150 を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、「我々の世

界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人

間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標をかかげました。この 17 の目標と

169のターゲットが「持続可能な開発目標（SDGs）」です。 

《国際連合広報センターホームページ「2030 アジェンダ」より抜粋》 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）  

用語解説 
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　（設置）

第１条　磐田市は、 磐田市環境基本条例 （平成　　

　17年磐田市条例第273号） 第７条に規定する

　磐田市環境基本計画及び地球温暖化対策の推進

　に関する法律 （平成 10年法律第 117号） 第　

　21条第１項に規定する磐田市地球温暖化対策　

　実行計画を策定するため、 磐田市環境基本計画

　等策定委員会 （以下 「委員会」 という。） を置く。

　（所掌事務）

第２条　委員会は、 磐田市環境基本計画及び磐田

　市地球温暖化対策実行計画の策定案に関する総

　合調整を行う。

　（組織）

第３条　委員会は、 環境水道部長、 資産経営課長

　及び環境課長並びに課長の職にある者のうち市

　長が指名したものをもって組織する。

２　委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。

３　委員長は環境水道部長を、 副委員長は資産経

　営課長をもって充てる。

　（委員長及び副委員長）

第４条　委員長は、 会務を総理し、 委員会を代表

　する。

２　副委員長は、 委員長を補佐し、 委員長に事故

　があるとき、 又は委員長が欠けたときは、 その

　職務を代理する。

　（会議）

第５条　委員会の会議は、 委員長が招集し、 委員

　長が議長となる。

２　委員長は、 必要があると認めるときは、 委員以　

　外の者を出席させ、 説明又は意見を聴くことがで　

　きる。

　（補助機関）

第６条　委員会に必要に応じて磐田市環境基本計画　

　等策定作業部会を置くことができる。

　（庶務）

第７条　委員会の庶務は、 環境水道部において処理　

　する。

　（その他）

第８条　この訓令に定めるもののほか、 委員会の運　

　営に関し必要な事項は、 委員長が別に定める。

附　則

　この訓令は、 公表の日から施行する。

附　則 （平成 19年３月27日訓令第２号）

　（施行期日）

１　この訓令は、 平成 19年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　地方自治法の一部を改正する法律 （平成 18年　

　法律第53号） 附則第３条第１項の規定により収入

　役が在職する場合にあっては、 改正前の磐田市職

　員懲戒等審査委員会規程、 改正前の磐田市職員倫

　理規程、 改正前の磐田市行財政改革推進本部規程、

　改正前の磐田市総合計画策定委員会規程、 改正前

　の磐田市職員の公益通報に関する規程、 改正前の

　磐田市環境基本計画策定委員会規程、 改正前の磐

令和４年３月30日訓令第３号
令和４年５月12日訓令第５号
令和５年２月２日訓令第１号



　田市情報化推進本部規程の規定は、 なおその効力

　を有する。 この場合において、 改正前の磐田市職

　員懲戒等審査委員会規程第３条第２項、 改正前の

　磐田市職員倫理規程第 11条第４項、 改正前の磐

　田市行財政改革推進本部規程第３条第２項、 改正

　前の磐田市総合計画策定委員会規程第３条第１項

　及び第３項、 改正前の磐田市職員の公益通報に関

　する規程第６条第３項及び第４項、 改正前の磐田　

　市環境基本計画策定委員会規程第３条第１項及び

　第３項並びに改正前の磐田市情報化推進本部規程

　第３条第２項中「助役」とあるのは「副市長」とする。

附　則 （平成22年３月31日訓令第８号）

　この訓令は、 平成22年４月１日から施行する。

附　則 （平成23年３月24日訓令第２号）

　この訓令は、 平成23年４月１日から施行する。

附　則 （平成26年３月24日訓令第２号）

　この訓令は、 平成26年４月１日から施行する。

附　則 （平成29年３月29日訓令第５号）

　この訓令は、 平成29年４月１日から施行する。

附　則 （令和４年３月30日訓令第３号抄）

　（施行期日）

１　この訓令は、 令和４年４月１日から施行する。

附　則 （令和４年５月 12日訓令第５号）

　この訓令は、 公表の日から施行する。

附　則 （令和５年２月２日訓令第１号）

　この訓令は、 公表の日から施行する。






